
○
法
務
省
告
示
第
二
十
一
号

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
六
十
二
条
第
二
項
各
号
及
び
建
物
の
区
分
所

有
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
法
務
省
令
第
四
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
六
十
二
条
第
二

項
各
号
の
法
務
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
及
び
同
令
第
八
条
の
法
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
と
お

り
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

法
務
大
臣

平
口

洋

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
二
項
各
号
の
法
務
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基

準
及
び
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
法
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件

第
一

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建

築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
に

対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規



定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
に
対
す
る
安
全
上
耐
震
関
係
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
五

年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
十
二
号
）
と
す
る
。

第
二

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
火
災
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建

築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準

法
第
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
火
災
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令

若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
三
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
一
級
建
築
士
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
二
項
の
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録

簿
へ
の
登
録
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
」
と
い
う
。
）
又
は
除
却
等
の
必

要
性
に
係
る
認
定
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
二
十
二
号
。
以
下
「
要
除
却

等
認
定
基
準
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
が
、
建
築
士
法
第
三
条
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士
を
い



う
。
以
下
同
じ
。
）
、
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
」
と
い
う
。
）
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
が
、
そ
の
他

の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
、
木
造
建
築
士
（
建
築
士
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
木
造
建
築
士

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
者
が
目
視
、
簡
易
な
計
測
機
器
等
に
よ
る
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一

建
物
が
建
築
基
準
法
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
、
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
特
定
主
要
構
造
部
が
そ
れ
ぞ
れ
同
条
各
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

建
物
が
建
築
基
準
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
非
常
用
の
昇
降
機
で
あ
る

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
、
か
つ
、
そ
の
設
置
及
び
構
造
が
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

号
）
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
二
項
、
第
三
項
（
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
限
る
。
）

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

三

建
物
が
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
又
は
同
号
の
準
防
火
地
域



内
に
あ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
要
構
造
部
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
造

部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
に
該
当
す
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
特
定

主
要
構
造
部
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
規
定
す
る
特
定
主
要
構
造
部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
が
同
法

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

四

建
物
が
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
一

条
第
一
項
の
特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
内
に
あ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
こ

と
。

イ

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
建

物
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴

建
物
の
主
要
構
造
部
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
七
条
の
二
各
号
又
は
第
百
九
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
特
定
主
要
構
造
部
が
同
令
第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号

若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第

二
第
四
号
イ
⑴
の
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
二
第
四
号
イ
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
国



土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑵

建
物
の
主
要
構
造
部
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（
特
定
主
要
構
造
部
が
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
要
除
却

等
認
定
基
準
告
示
第
二
第
四
号
イ
⑵
の
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
二
第
四
号
イ
⑵

の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

建
物
が
建
築
基
準
法
第
六
十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

五

建
物
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
（
床
又
は
壁
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

六

建
物
に
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
が
同
項

（
床
又
は
壁
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

七

建
物
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
（
床
又
は

壁
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

八

建
物
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当



該
用
途
に
供
す
る
部
分
が
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

九

建
物
が
避
難
階
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
避
難
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
階

（
地
下
街
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
居
室
を
有
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

十

建
物
の
避
難
階
以
外
の
階
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

十
一

建
物
が
十
五
階
以
上
の
階
又
は
地
下
三
階
以
下
の
階
を
有
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
階
に

通
ず
る
直
通
階
段
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
（
第
一
号
、
第
三
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
限

る
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

十
二

建
物
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
各
階
の
売
場
及
び
屋
上
広
場
に
通
ず
る
二
以
上
の
直
通
階
段
を
設
け
、
か
つ
、
こ
れ
が
同
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項

（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
限
る
。
）
、
第
二
項
（
第
三
号
に
限
る
。
）
又
は
第
三
項
（
第
一
号
、
第
三
号
、
第
十
一
号
及

び
第
十
二
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。



十
三

建
物
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

当
該
建
物
に
お
け
る
避
難
階
段
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
屋
内
の
避
難
階
段
及

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
屋
外
の
避
難
階
段
を
い
う
。
）
、
特
別
避
難
階
段
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別

避
難
階
段
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
通
ず
る
出
入
口
の
幅
が
同
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る

こ
と
。

ロ

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
（
床
面
積
の
合
計
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
の
避
難
階
に
設

け
る
屋
外
へ
の
出
口
の
幅
の
合
計
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

十
四

建
物
が
避
難
階
に
通
ず
る
階
段
を
有
す
る
建
築
物
又
は
避
難
階
に
居
室
（
避
難
上
有
効
な
開
口
部
を
有
す
る
も
の
を

除
く
。
）
を
有
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
。

第
三

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
外
壁
、
外
装
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
建
物
の
部
分
が
剝
離
し
、
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
に
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準



法
第
六
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
外
壁
、
外
装
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
物
の
部
分
が
剝
離
し
、
落

下
す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
に
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か

に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
三
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

者
が
イ
で
定
め
る
調
査
対
象
に
つ
い
て
ロ
で
定
め
る
調
査
部
位
ご
と
に
、
目
視
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
結

果
、
当
該
調
査
部
位
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
ハ
の
表
１
で
定
め
る
調
査
箇
所
数
欄
の
区
分
に
応
じ
た
判
定
式
に
よ
り
算

出
さ
れ
る
値
が
、
判
定
値
欄
の
値
以
上
と
な
る
こ
と
。

イ

調
査
対
象

調
査
対
象
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
構
造
部
分
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
構
造
部
分
と
す
る
。

ロ

調
査
部
位

調
査
部
位
は
、
外
壁
の
各
面
、
階
段
室
、
バ
ル
コ
ニ
ー
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
又
は
ひ
さ
し
と
す

る
。



ハ

判
定
式
と
判
定
値

表
１

調
査
箇
所
数
に
応
じ
た
判
定
式
と
判
定
値

調
査
箇
所
数

判
定
式

判
定
値

八
箇
所
以
上
十
四
箇
所
以
下
の
場
合

（
劣
化
グ
レ
ー
ド
Ｂ
の
観
測
数
＋
劣
化
グ

〇
・
五
〇

レ
ー
ド
Ａ
の
観
測
数
×
〇
・
八
〇
）
÷
調
査

箇
所
数

十
五
箇
所
以
上
二
十
九
箇
所
以
下
の
場
合

（
劣
化
グ
レ
ー
ド
Ｂ
の
観
測
数
＋
劣
化
グ

〇
・
三
四

レ
ー
ド
Ａ
の
観
測
数
×
〇
・
七
一
）
÷
調
査

箇
所
数

三
十
箇
所
以
上
の
場
合

（
劣
化
グ
レ
ー
ド
Ｂ
の
観
測
数
＋
劣
化
グ

〇
・
二
七

レ
ー
ド
Ａ
の
観
測
数
×
〇
・
六
七
）
÷
調
査

箇
所
数

こ
の
表
に
お
い
て
、
調
査
箇
所
に
つ
い
て
は
、
鉛
直
方
向
は
階
で
区
分
し
た
部
分
、
水
平
方
向
は
調
査
部
位
に



応
じ
て
次
の
と
お
り
区
分
し
た
部
分
を
一
と
し
、
調
査
箇
所
の
数
の
合
計
を
調
査
箇
所
数
と
す
る
。

①

外
壁

桁
行
方
向
は
専
有
部
分
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
専
有
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と

に
区
分
し
た
部
分
と
し
、
張
り
間
方
向
は
専
有
部
分
を
二
分
し
た
部
分
と
す
る
。

②

階
段
室

一
の
階
段
室
ご
と
に
区
分
し
た
部
分
と
す
る
。

③

バ
ル
コ
ニ
ー
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
又
は
ひ
さ
し

専
有
部
分
ご
と
に
区
分
し
た
部
分
と
す

る
。

こ
の
表
に
お
い
て
、
劣
化
グ
レ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
調
査
箇
所
ご
と
に
発
見
さ
れ
た
劣
化
事
象
に
応
じ
て
表
２

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。
一
の
調
査
箇
所
に
お
い
て
複
数
の
劣
化
事
象
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
調
査
箇
所
に
お
い
て
劣
化
グ
レ
ー
ド
Ｂ
の
事
象
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
調
査
箇
所
の
劣
化
グ

レ
ー
ド
を
劣
化
グ
レ
ー
ド
Ｂ
と
す
る
。

表
２

劣
化
グ
レ
ー
ド
と
劣
化
事
象

劣
化
グ
レ
ー
ド

劣
化
事
象

Ａ

鉄
筋
に
沿
っ
た
ひ
び
割
れ
、
錆
汁



Ｂ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
浮
き
又
は
剝
離
、
鉄
筋
露
出

二

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
二

項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備

の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準

法
第
六
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ

り
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
は
、
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
要
除
却
等

認
定
基
準
告
示
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
が
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
で
定
め
る
配
管
設
備
に
つ
い
て
目
視
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
当
該

配
管
設
備
の
二
以
上
の
箇
所
で
漏
水
が
生
じ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
排
水
立
て
管
に
連
結
さ
れ

た
配
管
設
備
の
う
ち
、
一
の
配
管
設
備
の
み
で
二
以
上
の
箇
所
の
漏
水
が
生
じ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

第
五

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の



円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る

基
準法

第
六
十
二
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る

基
準
は
、
建
築
士
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
一
級
建
築
士
、
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者

又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
五
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
が
、
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
、
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第

五
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
が
、
そ
の
他
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
、
木
造

建
築
士
、
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
又
は
要
除
却
等
認
定
基
準
告
示
第
五
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者

が
目
視
、
簡
易
な
計
測
機
器
等
に
よ
る
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め

る
経
路
（
以
下
「
対
象
経
路
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
も
の
が
、
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一

対
象
経
路



イ

建
物
の
出
入
口
（
以
下
「
建
物
出
入
口
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
専
有
部
分
ま
で
の
経
路
（
一
階
分
の
上
下
の
移
動
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）

ロ

建
物
に
、
多
数
の
者
が
利
用
す
る
居
室
（
以
下
「
利
用
居
室
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
物
出

入
口
か
ら
当
該
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
（
直
接
地
上
へ
通
ず
る
出
入
口
の
あ
る
階
（
以
下
「
地
上
階
」
と
い
う
。
）
又

は
そ
の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階
の
み
に
利
用
居
室
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
上
階
と
そ
の
直
上
階
又
は

直
下
階
と
の
間
の
上
下
の
移
動
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

ハ

建
物
に
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
い
い
、
専
有
部
分
内
に
設

け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
利
用
居
室
（
建
物
に

利
用
居
室
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
物
出
入
口
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
車
椅
子
使
用

者
用
便
房
ま
で
の
経
路

ニ

建
物
に
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合



に
あ
っ
て
は
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
か
ら
利
用
居
室
ま
で
の
経
路

二

基
準

イ

対
象
経
路
上
に
階
段
又
は
段
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
を
併
設

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

対
象
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口
の
幅
が
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
各
専
有
部
分
の
出
入

口
の
幅
に
あ
っ
て
は
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

対
象
経
路
を
構
成
す
る
廊
下
の
幅
が
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

対
象
経
路
を
構
成
す
る
傾
斜
路
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

幅
が
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
階
段
に
併
設
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
九
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑵

勾
配
が
十
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

八
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ホ

対
象
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



⑴

籠
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
九
条
第
二
項
第
五
号
イ
に
規

定
す
る
籠
を
い
う
。
）
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
が
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑵

乗
降
ロ
ビ
ー
の
幅
及
び
奥
行
き
が
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り
付
加
さ

れ
た
事
項
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
改
修
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難

な
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

第
六

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
改
修
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
著
し
く

困
難
な
も
の
と
し
て
定
め
る
配
管
設
備

規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
専
有
部
分
又
は
共
用
部
分
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共

用
部
分
を
い
う
。
）
の
排
水
に
使
用
す
る
排
水
管
で
あ
っ
て
、
床
ス
ラ
ブ
に
埋
設
さ
れ
た
部
分
か
ら
排
水
立
て
管
ま
で
の
部

分
と
す
る
。

附

則



こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


